
第３７３回宮城県議会（定例会）提出予定議案一覧 

 

Ⅰ 予算議案（１件） 

 

（１） 議第 107 号議案 

 

 

  

令和２年度 宮 城 県 一 般 会 計 補 正 予 算                     



 

Ⅱ 予算外議案（２２件） 

 

１ 条例議案（１４件） 

 

（１） 議第 108 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 議第 109 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知 事 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 

 

○主な内容 

１ 対  象 知事，副知事，教育長，公営企業管理者，監査委員 

(常勤) 

２ 削減内容 給料 ３％～１０％ 

３ 適用期間 令和２年７月１日から令和３年３月３１日まで 

自 転 車 安 全 利 用 条 例 

 

○主な内容 

 １ 基本理念 

２ 県，県民，自転車利用者及びその他関係者の責務 

 ３ 自転車損害賠償保険等への加入義務 

 

自転車の安全利用の促進に関し，必要な事項を定めようとす 

るもの 

 施行 令和３年４月１日 

 所管 総合交通対策課 

 

 

知事等に係る給料を削減しようとするもの 

施行 令和２年７月１日 

所管 人事課 

 

 



 

（３） 議第 110 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 議第 111 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行に伴う関 

係条例の整理に関する条例  

○主な内容 

 家畜伝染病の名称変更 

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

○主な内容 

防疫等作業手当について，新型コロナウイルス感染症の患者等に接

する作業等に従事した場合の特例を規定 

○適用 令和２年２月１日 

 家畜伝染病予防法の改正に伴い，所要の改正を行おうとする 

もの 

  施行 公布の日等 

  所管 人事課，畜産課 

 新型コロナウイルス感染症に伴う作業に係る手当について， 

人事院規則に準じて特例を設けるもの 

  施行 公布の日 

  所管 人事課 

 



 

（５） 議第 112 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 議第 113 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 

○主な内容 

 引用条項の移動 

宮 城 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 

○主な内容 

 １ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う税制上の措置 

   自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長等 

 ２ 個人県民税 

   所得控除における寡婦（寡夫）控除の見直し 

 ３ 県たばこ税 

   軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し  

 地方税法の改正に伴い，所要の改正を行おうとするもの 

  施行 公布の日等 

  所管 税務課 

 

 租税特別措置法施行令の改正に伴い，規定の整理を行おうと 

するもの 

施行 公布の日 

所管 財政課 

 

 



 

（７） 議第 114 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 議第 115 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方活力向上地域における県税の課税免除等に関する条 

例の一部を改正する条例 
 

○主な内容 

 事業税及び不動産取得税の課税免除等の適用を受ける対象期間を令 

和４年３月３１日（改正前平成３２年３月３１日）まで延長 

○適用 令和２年４月１日 

核 燃 料 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

○主な内容 

 文言の整理及び引用条項の移動 

 地域再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令の改 

正に伴い，所要の改正を行おうとするもの 

  施行 公布の日 

  所管 税務課 

 

 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の改 

正に伴い，所要の改正を行おうとするもの 

  施行 公布の日 

  所管 税務課 



 

（９） 議第 116 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10） 議第 117 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等 

に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例 
 

○主な内容 

 引用法令の名称変更，文言の整理及び引用条項の移動 

職 業 能 力 開 発 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 
 

 

○主な内容 

東日本大震災により被害を受けた者に係る入学者選抜手数料の免除 

の期間を令和２年度まで延長 

 覚せい剤取締法の改正に伴い，所要の改正を行おうとするも 

の     

  施行 公布の日 

  所管 薬務課 

 東日本大震災により被害を受けた者に係る入学者選抜手数料 

の免除の期間を延長するため，所要の改正を行おうとするもの 

  施行 公布の日 

  所管 産業人材対策課 

 



 

（11） 議第 118 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12） 議第 119 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

農 業 大 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

○主な内容 

東日本大震災により被害を受けた者に係る入学者選抜手数料の免除 

の期間を令和２年度まで延長 

国営土地改良事業負担金等徴収条例の一部を改正する条

例 
 

 

○主な内容 

引用条項の移動 

 土地改良法施行令の改正に伴い，規定の整理を行おうとする 

もの 

  施行 公布の日 

  所管 農村振興課 

 

 東日本大震災により被害を受けた者に係る入学者選抜手数料 

の免除の期間を延長するため，所要の改正を行おうとするもの 

施行 公布の日 

所管 農業振興課 

 

 



 

（13） 議第 120 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（14） 議第 121 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建 設 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

○主な内容 

 建設業法の許可申請書に添付する書類の簡素化 

県 立 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 

○主な内容 

 東日本大震災により被害を受けた者に係る入学者選抜手数料の免除 

の期間を令和２年度まで延長 

東日本大震災により被害を受けた者に係る入学者選抜手数料 

の免除の期間を延長するため，所要の改正を行おうとするもの 

施行 公布の日 

所管 高校教育課 

 

建設業法の許可申請に係る添付書類の変更のため，所要の改 

正を行おうとするもの 

施行 公布の日 

所管 事業管理課 

 

 



 

 

２ 条例外議案（８件） 

 

（１） 議第 122 号議案 

 

 

 
 

（２） 議第 123 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町の境界変更について（東松島市と美里町） 

 

あ市町の境界変更について，地方自治法の定めるところにより，

議会の議決を受けようとするもの 

もも所管も市町村課 

 

 

 
 
○編 入 区 域も東松島市に編入も遠田郡美里町二郷字雁股沢１０外 

もも も も もも美里町に編入も東松島市大塩字裏谷地１の１外 

○人口の異動もなし 

○面積の異動も東松島市に編入する面積も 88,688.79㎡ 

もも も も もも美里町に編入する面積も 88,688.79㎡ 

 

 

訴 え の 提 起 に つ い て 

県営住宅等の明渡し等を求める訴えを提起することについて， 

地方自治法の定めるところにより，議会の議決を受けようとす 

るもの 

  所管 住宅課 

 

も 

も 

〇主な内容 

も１も訴えの相手方 

ももも１名 

も２も訴えの趣旨 

ももも相手方に対し，県営住宅等の明渡し及び令和元年８月９日から 

ももも明渡しまでの近傍同種の住宅の家賃の額等の支払いを求める 



 

 

（３） 議第 124 号議案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

（４） 議第 125 号議案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財産の取得について（抗インフルエンザウイルス薬（イ

ナビル吸入粉末剤２０ミリグラム備蓄用）７万６０人分

（１４万１２０容器）） 

 

 

ああああああ 

 

      

 

 
財産の取得について（情報通信機器（タブレット端末等） 

一式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○主な内容 

 １も取得しようとする財産も情報通信機器（タブレット端末等） 

                                                                                     一式 

２も取 得 金 額       285,961,500 円 

３も取 得 の 相 手 方あ株式会社日立システムズ 

 

 
 

○主な内容 

も１も取得しようとする財産も抗インフルエンザウイルス薬（イナビ 

ル吸入粉末剤２０ミリグラム備蓄用） 

７万６０人分（１４万１２０容器） 

も２も取 得 金 額  121,301,884円 

も３も取 得 の 相 手 方あ第一三共株式会社 
 

も県立学校において使用する情報通信機器（タブレット端末等）

一式を取得することについて，地方自治法の定めるところによ

り，議会の議決を受けようとするもの 

        所管 教育企画室 

抗インフルエンザウイルス薬（イナビル吸入粉末剤２０ミリグ

ラム備蓄用）７万６０人分（１４万１２０容器）を取得すること

について，地方自治法の定めるところにより，議会の議決を受け

ようとするもの 

  所管 薬務課 



 

 

（５） 議第 126 号議案  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
（６） 議第 127 号議案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

☆予 算 額あ 

 

 

 

 

 

 

○施工地名あ栗原市築館字萩沢向柳地内外 

○工事内容あ施工延長あＬ＝110.0ｍ 

ああああああ 築堤盛土工あＶ＝660㎥ 

       護岸工 Ａ＝864㎡ 

       仮設工 一式 外 

○工ああ期あ議決の日の翌日～令和５年３月２７日 

 

○工事内容あ総トン数 699トン，長さ 64.90ｍ，幅 10.10ｍ 

○工ああ期あ議決の日の翌日～令和４年３月１８日 

 

請 負 金 額●522,500,000円 

契約の相手方●野口建設株式会社 

●所管あ河川課 

請 負 金 額●2,288,000,000円 

契約の相手方●株式会社みらい造船 

●所管あ高校教育課 

工事請負契約の締結について（荒川護岸等改良工事） 

工事請負契約の締結について（海洋総合実習船建造工事）  



 

 

（７） 議第 128 号議案  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

（８） 議第 129 号議案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 決 日あ平成２９年６月１９日あ議第１５９号議案 

○第一回変更あ平成２９年９月１日提出あ報告第１６９号 

○第二回変更あ平成３０年１１月２７日あ議第２７２号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○議 決 日あ平成２９年９月４日あ議第１９２号議案 

○第一回変更あ平成２９年１１月２４日提出あ報告第２０５号 

○第二回変更あ平成３１年２月２１日提出あ報告第１９号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

請 負 金 額●855,546,840円 → 913,858,940円 

契約の相手方●株式会社小野良組 

●所管あ漁港復興推進室 

請 負 金 額●1,584,038,160円 → 1,719,016,960円 

契約の相手方●スリーテック株式会社 

●所管あ漁港復興推進室 

工事請負変更契約の締結について（浦の浜漁港防潮堤新

築工事）  

工事請負変更契約の締結について（塩釜漁港桟橋等災害

復旧及び防潮堤新築工事） 



 

 

Ⅲ 報告（１２件） 

 

（１） 報告第 52 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 報告第 53 号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

 

 

 

令和元年度宮城県歳出予算の繰越使用について 

 

○令和元年度議決額 

あああアあ一般会計あああああ 1266,264,987千円（175件） 

あああイあ特別会計ああああああ  1,429,300千円（  5件） 

あああああｱ合あ計ｱあああああ 267,694,287千円（180件） 

 

 

 

 

○議 決 日あ平成２９年２月２０日あ議第４８号議案 

○一回目変更あ平成２９年６月１６日提出あ報告第１２６号 

○二回目変更あ平成３１年２月２１日提出あ報告第１４号 

○三回目変更あ令和２年２月２１日提出あ報告第６号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年５月１８日 

アあ一 般 会 計あ明許繰越あ 22214,171,366千円（175件） 

アあ一 般 会 計  事故繰越あ 22231,344,076千円（ 56件） 

あああ あ あ あああ 計 ああ 22245,515,442千円（231件） 

イあ特 別 会 計あ明許繰越あ 2272  847,627千円（  5件） 

あああ あ あ ああ事故繰越あ 22722,184,280千円（ 12件） 

あああ あ あ あああ 計 ああ 22721,031,907千円（  7件） 

あああ あ あ ああ合計（ア＋イ）  あ 22246,547,349千円（238件） 

ウあ公営企業会計あ継続費の逓次繰越 221,163,236千円（  6件） 

あああ あ あ ああ予 算 繰 越 226,422,049千円（ 67件） 

あああ あ あ あああ 計 あ 227,585,285千円（ 73件） 

 

専決処分の報告について（泊（歌津）漁港防潮堤災害復

旧及び新築工事の請負契約の変更） 

請 負 金 額●976,689,080円 → 947,081,480円 

契約の相手方●株式会社カルヤード 



 

 

（３） 報告第 54 号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 報告第 55 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

あ 

 

 

 

あ 

 

専決処分の報告について（大原川護岸等災害復旧工事（そ 

の２）の請負契約の変更） 

○議 決 日あ平成３０年９月１９日あ議第２１６号議案 

○変 更 日あ平成３０年１１月２６日提出あ報告第２０９号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年５月１８日 

請 負 金 額●745,912,800円 → 762,886,900円 

契約の相手方●久我建設株式会社 

○議 決 日あ平成２９年３月１６日あ議第１２９号議案 

○一回目変更あ平成２９年６月１６日提出あ報告第１３１号 

○二回目変更あ平成３０年１１月２６日提出あ報告第１９５号 

○三回目変更あ平成３１年２月２１日提出あ報告第１８号 

○四回目変更あ令和２年２月２１日提出あ報告第８号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年５月１８日 

専決処分の報告について（雄勝漁港防潮堤等災害復旧及

び新築工事（その２）の請負契約の変更） 

請 負 金 額●2,047,431,700円 → 2,025,472,400円 

契約の相手方●東洋建設株式会社 



 

 

（５） 報告第 56 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 報告第 57 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ 

 

 

専決処分の報告について（面瀬川護岸等災害復旧工事（そ 

の２）の請負契約の変更） 

 

 

 

 

○議 決 日あ平成３１年２月１４日あ議第４９号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更等による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年５月１８日 

○議 決 日あ平成３１年２月１４日あ議第５０号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更等による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年５月１８日 

専決処分の報告について（仙台塩釜港仙台港区防潮堤建

設工事（その４）の請負契約の変更） 

請 負 金 額●1,382,400,000円 → 1,382,922,760円 

契約の相手方●株式会社小野良組 

請 負 金 額●1,328,400,000円 → 1,450,080,900円 

契約の相手方●奥田建設株式会社 



 

 

（７） 報告第 58 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 報告第 59 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請 負 金 額●591,840,000円 → 601,755,400円 

契約の相手方●奥田建設株式会社 

専決処分の報告について（都市計画道路門脇流留線魚町

道路改築工事（その２）の請負契約の変更） 

○議 決 日あ平成３１年３月１５日あ議第９６号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年５月１８日 

○議 決 日あ平成３０年６月１９日あ議第１７５号議案 

○一回目変更あ令和元年９月３日提出あ報告第１０５号 

○二回目変更あ令和２年２月２１日提出あ報告第４１号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年５月１８日 

専決処分の報告について（仙台塩釜港仙台港区上屋建設 

工事の請負契約の変更） 

請 負 金 額●2,697,178,620円 → 2,741,269,920円 

契約の相手方●遠藤興業・奥村組復旧・復興建設工事共同 

契約の相手方●企業体 



 

 

（９） 報告第 60 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10） 報告第 61 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（都市計画道路矢本門脇線元明

神道路等改築工事の請負契約の変更） 

請 負 金 額●658,152,000円 → 737,464,200円 

契約の相手方●株式会社丸本組 

専決処分の報告について（宮城県松島自然の家本館等災

害復旧工事の請負契約の変更） 

○議 決 日あ平成３０年６月１９日あ議第１７６号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更等による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年５月１８日 

○議 決 日あ令和元年６月１８日あ議第１３６号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更等による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年５月１８日 

請 負 金 額●1,299,771,000円 → 1,321,402,500円 

契約の相手方●株式会社丸本組 



 

 

（11） 報告第 62 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12） 報告第 63 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ 

 

 

 

も和解及び損害賠償の額の決定について，それぞれ専決処分し 

たので報告するもの 

○事故の状況 

 １ 件   数 あ ７件 

 ２ 発   生 あ 令和元年８月～令和２年２月 

 ３ 損 害 原 因 あ 県管理道路の損傷による事故等 

 ４ 損害賠償額 あ 436,774 円 

 ５ 専決処分日 あ 令和２年５月１８日～令和２年５月１９日 

専決処分の報告について（交通事故に係る和解及び損害 

賠償の額の決定） 

 

交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について，それ 

ぞれ専決処分したので報告するもの 

 

○事故の状況 

 １ 件   数 あ １５件 

 ２ 発   生 あ 平成３１年２月～令和２年３月 

 ３ 損 害 内 容 あ 人身事故，車両事故 

 ４ 損害賠償額 あ 2,777,689 円 

 ５ 専決処分日 あ 令和２年５月１８日 

 

専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額の決定）  
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